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新人・若手弁護士を主たる読者層に据えた「実務の技法」シリーズ

は、これまでに 8 つの代表的事件類型について『○○のチェックポ

イント』と題した書籍を刊行してきた。ある若手弁護士からは、全巻

を揃えて実務の参考にしているとの話を伺い、それらの編者を務めた

私たちも感激した次第である。しかるに、本書は、これまでのような

事件類型をベースにしたものとは趣を異にし、すべての事件類型に共

通する裁判書類の作成と尋問技術に関して実務上の留意点を叙述した

いわゆる総論的な書物としている。

裁判書類の作成に関しては要件事実の記載方法等を中心とした優れ

た実務書が数多く出版され、尋問技術に関しても同じように実務経験

に根ざした優れた実務書が相当数出版されている。そのような中で私

たちが本書の出版を企画したのは、訴状に要件事実以外の間接事実を

どこまで記載するのがよいのか、三行半の答弁書でよいのか、準備書

面にアンダーラインを引いたりすべきか、読みやすい準備書面にする

ためにはどうしたらよいか、証拠説明書の立証趣旨はどこまで記載し

たらよいのか、うまい反対尋問ができるためにはどう準備すればよい

か、等の初歩的かつ形式的な事項についての解説をした実務書がほと

んど見受けられないことに気がついたからである。おそらく、そのよ

うな法律解釈や実務運用とは無縁の初歩的かつ形式的な事項を書籍化

するのは相応しくないとの意識があったのではないかと思うが、しか

し、私たちは、そのような意識と決別し、新人・若手弁護士がまずど

うしたらよいかを悩む初歩的かつ形式的事項を叙述することには十分

な価値があると考えたのである。

そして、本書では、裁判官経験を積んだ弁護士に参加してもらい、

「裁判官はこう見る」として、各種の書面の記載や尋問内容をどう見
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ているかを随所で率直に語ってもらうことにしたことが最大のセール

スポイントである。裁判文書や尋問の最終宛先が裁判官であり、いず

れもいかにして裁判官を説得するかという目的のもとに収斂する。効

果的な訴訟活動をするためには、当然のことながら、裁判官がどのよ

うな視点に立って書面や尋問に臨んでいるかを知らなければならない

はずである。弁護士経験しかない私たちの議論に裁判官経験を積んだ

弁護士が参画することで、本書は類例を見ない斬新な実務入門書にな

ったものと自負している。

本書の執筆過程について若干触れておくと、まず、弁護士である髙

中・加戸・市川・岸本・安藤・吉川の 6 名が担当の箇所を執筆した

うえでディスカッションを重ねて一応の原稿を完成し、その時点で約

10 年にわたる裁判官の経験を持つ寺内に参加してもらい、幾度とな

く忌憚のない意見交換をして最終原稿を完成させている。そこでは、

髙中らから、どこで心証をとるのか、裁判官室にはどのような書籍が

あるのか、判例検索はどうしているのか、いわゆるスジとスワリはど

の程度重視しているのか、補充尋問をどう位置づけているのか等の弁

護士がなかなか知ることのできない裁判官の「内幕」に属する質問が

数多くなされ、寺内がこれらに正面から答えることとなった。寺内の

参加によって、本書は、弁護士の独りよがりとは全く無縁の複眼的視

点を持った書物に昇格したと考えている。原稿の検討は、コロナ禍と

いう厳しい制約下に置かれたが、リモートによる議論も今となっては

懐かしい思い出になりつつある。

最後になるが、寺内の参加を提言してもらうなど、株式会社弘文堂

の中村壮亮氏と登健太郎氏には大変なお世話をいただいた。ここに厚

く御礼を申し上げたい

2021 (令和 3 ) 年 12 月

髙中正彦

加戸茂樹

市川 充
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岸本史子

安藤知史

吉川 愛

寺内康介

本書には、初歩的・形式的な事項も含め、書面作成、尋問技術のノ

ウハウが網羅されている。それだけでも十分に価値があるが、今回、

これらにつき「裁判官はどう見るか」との観点からの執筆依頼を頂い

た。

筆者は裁判官時代、代理人に「もっと説明を加えてほしい」「判決

に使いやすい主張、立証をしてほしい」などと思うことが少なからず

あった。ぜひこの経験を伝えたいとお返事をしたが、そこからの執筆

過程は、百戦錬磨のベテラン弁護士陣からのまさに質問攻めであった

（弁護士経験を積むほど裁判官室を覗きたくなるというのは本当なのだろう）。

このような意見交換を重ねる中で「裁判官としては当たり前だと思

っていたがそうではなかった」「なるほどそんなところに興味がある

のか」といったことも多々あった。この過程を経たため、より「弁護

士として知っておきたい事項」へのコメントとすることができたよう

に思う。

執筆に当たっては、できるだけ具体的な心証形成過程や業務実態を

盛り込むことを意識した。ひとくちに裁判官といっても考え方・仕事

の仕方は様々だが、自身の経験とこれまでに出会った裁判官を思い浮

かべ、ある程度スタンダードな考えをお伝えできたのではないかと思

う。

寺内康介
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I ▶▶▶裁判書類作成の通則

ノボル弁護士の独り言

裁判所に出す書類って、どんな書き方をしたら裁判官によい印象を与

えることができるのかな？ やっぱり、熱意をわかってもらうためには

たくさん書いて、相手の主張を強く非難した方がよいのだろうか。それ

から、図表をたくさん付けて、重要なところは太字、下線、色文字も使

い分けて工夫すればわかりやすくなるかなぁ。かえって印象良くないよ

うな気もするし。

1 書式

法定の書式はないが、裁判所の参考書式は、原則として、A4 判横

書、1 行 37 文字、1 頁 26 行、左余白 30 mm、上余白 35 mm、使用

文字は12 ポイントである（標題・見出しなどは適宜大きくして良い）。

日弁連の HP に参考書式等があるので参照されたい（https://www.

nichibenren.or.jp/legal_advice/oyakudachi/format.html）。

なお、日弁連の HP の会員専用サイトには、「事件処理」の「民

事・家事」のコーナーに裁判所書式リンク集（https://member.nic-

hibenren.or.jp/minji_kaji/minji/link.html）があるが、その注意書きのと

おり常時更新されているとは限らず、また本人訴訟用の書式であるこ

とも多いなど留意が必要である。

最近は、字間・行間を詰めたり、使用文字を小さくしたりすること

により上記参考書式よりも 1 頁の字数が多いものが散見される。記

録を薄くしたいためか、あるいはFAX で送るのに枚数を少なくした

いためか、理由は不明だが、中年以降の裁判官や相手方弁護士には読

みにくいであろうと思われる。
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文字は明朝体が原則である。標題・見出しなどはゴシックにするこ

ともあろう。

2 頁以上となる場合は、下部余白中央に頁数を付する。

2 文体・文章表現その他一般的留意点

( 1 )簡潔にわかりやすく

一文はなるべく短く、主語と述語は離さない、接続詞は適切に使う

などが基本である。一文一義（一文一意）というように、一つの文に

込めるメッセージは一つにするのが、わかりやすくする基本である。

事実主張については、できる限り二義性を排除した記載を心がける

べきである。不明確な主張は釈明を求められることになるし、誤解さ

れたまま訴訟が進行される可能性もある。二義性を排除するためには、

同じ事象を表すのに、違う文言を使うのは避けた方がよい。

◀コラム ▶ 理想の書面

理想的な書面とは、どのような書面だろうか。

内容証明なのか、訴状なのか、陳述書なのか、その書面の目的や

用途によって違いはあるが、「簡にして要を得た」書面というのは、

目指すべき形の1つだと思う。

昔、とある事件で、「この取引先からこういう内容証明を出して

もらいたい」という状況があり、利益相反のため自分では書けない

ので、ボスの友人の弁護士に取引先の代理人として内容証明を書い

てもらうことにした。その際ボスが「あの先生の書く書面は簡にし

て要だから適任だ。」と言っていたのだが、その評判通り、受け取

った内容証明は本当に「簡にして要」のシンプルで美しいものだっ

た。

必要なことはすべて書いてある。そして、必要ないことは一切書

いていない。
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書面を作るとき、前者の「必要なことを全て書く」のはそれほど

難しくないと思われる。しかしこの後者の「必要ないことを書かな

い」のは意外と難しい。ついつい「念の為」で、色々書きたくなっ

てしまうのが実務家の性かもしれない。

もちろん、色々と盛りに盛って書くべき書面もあるだろう。陳述

書のように、本人の思いの丈を書けば書くほど喜ばれることもある

（裁判所からは喜ばれないだろうが）。

ただ、書面作成にパソコンが使われるようになって「ダラダラ長

い書面が増えた」というのは裁判所も弁護士も感じているところで

あるし、基本的には「余事記載は有害無益」と考えるべきだろう。

短くても必要十分な内容の書面を書く、ということを日頃から意識

しておきたい。 [岸本史子]

(2 )一文が長くなる傾向

かつて弁護士が手書きで起案していた時代は一文が短かった。パソ

コンになってからは、とりあえず文章を打ってみてから直すというス

タイルになり、長くなっていった。長くても論理的にわかりやすけれ

ばよいが、そうでない場合も多い。判決文などは必ずしも一文が短く

はないが、判決と同じレベルで論理性を失わずに書く自信がなければ

短くした方が無難である。

裁判官はこう見る衽衲裁判官の心証形成時期と序盤の書面の重要性

効果的な書面とするには、裁判官の心証形成時期を理解する必要

がある。裁判官はいつ心証形成をしているだろうか。

実は、訴訟の早い段階（訴状提出時点）から積極的に心証をとり、

判断に必要な（残された）審理は何かを考えている。当事者の主張

が尽きる段階で心証を取り始めていたのでは、適切な争点整理はで

きない。行き過ぎると拙速審理になってしまうが、心証形成を早期

に始めなければ足りない点の指摘もできず審理の見通しも立てられ
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ない。熱心な裁判官ほど早期に心証形成を始めているといえる。

心証が固まった後にこれを覆すのは難しいため、序盤の書面は特

に重要となる。

裁判官はこう見る衽衲裁判官の業務実態をふまえた説得的な書面とは

( 1)(2)で挙げられている事項は、説得的な書面とするためにい

ずれも特に重要である。

裁判官が1件あたりにかけられる時間は少ない。大都市部で民事

事件を担当する裁判官の手持ち事件数（単独事件）は、150 から

250件の間に入るといってよいであろう。結果、日中は期日をこな

し、夕方以降に書面を読むのが多くみられる例である。1日の期日

が10件を超えることは珍しくない。このような業務実態をふまえ

ると、「一読して理解できる書面」とすることが重要といえる。ま

た、わかりやすさのための工夫（ I4(2)〔16頁〕参照）は、基本的

に裁判官は受け入れるものと思われる。ただし、何事も行き過ぎは

よくないためバランスが重要である。

業務実態をより具体的に述べると、筆者が最後に所属した 2020

年頃の東京地裁では、月に配転される新件は約 30 件であった。手

持ちが150〜250件ある中で、月に 30件が終局しなければ、手持

ちはどんどん増えることになる。終局理由は、判決、和解、それ以

外（取下げ等）である。

このうち判決には、判決書の作成を要しない調書判決と、判決書

を作成する対席判決がある。調書判決とは、被告が答弁書を出さず

に欠席している等の場合に、調書に基づいて判決ができるものであ

る（民訴254条）。書記官が簡易な判決理由を記載した調書を作成

し裁判官の決裁を得るため裁判官の負担は少ない。

対席判決の本数は、和解をどれだけするかにもよるが、月に

3〜4本は書くイメージである。なお、地方（特に支部）の裁判官

は、民事事件以外も担当していることが多く、民事事件の件数が少

ないからといって余裕があるわけではない。
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裁判官はこう見る衽衲一読して理解できる書面とは

一読して理解できるための工夫例の一つは、簡潔にすることであ

る。長すぎる書面は読み手の集中力がもたない。読み終わったもの

の、結局何が重要であったか頭に残らない可能性もある。事案によ

るが、たとえば 20頁を超えるものは要注意といえる。長くなる場

合など、テーマによって準備書面が分けて提出されることもある

（テーマ名の表題が付されているとわかりやすい）。読み手はテーマ

を意識でき、後に読み返す際に（異動してきた裁判官がまとめて読

む際にも）便利であるため、良い工夫例といえる。

なお、裁判所でも、「単独事件の判決は 15 頁程度に収まるのが

通常で、20頁を超えるものは詳細に書きすぎていないか、合議事

件にすべきでなかったか自己点検した方がよい」などと言われるこ

ともある（もちろん事案によるとの留保付きである）。裁判所も長

すぎる書面が良いとは考えていない一例といえる。

◀コラム ▶ 書面が長くなる理由

自戒を込めて思うに、書面が長くなる一因は短くする時間的余裕

がないからだと思います。最終準備書面などに典型的ですが、自分

の主張を論理立てて述べるときには、構成を十分にしてから書けば

良いのでしょうが、時間がなく、書きながら論理構成を固めること

も結構あると思います。前提から一つひとつ論理を追って確認しな

がら書いていかないとどこかで論理矛盾をしてしまいそうで、それ

でわかりきったことや、既に主張したことも改めて書いて長くなる

ということがあります。見直して不要な部分を削除すれば良いので

すが、その時間がないし、多少時間があっても、書くよりも削る方

が神経を使うし勇気も要ります。無駄なことが書いてあるよりも必

要なことを落とす方が怖いのは皆さん同じでしょう。対策としては、
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